
1.計画期間
令和３年６⽉１⽇〜令和８年５⽉３１⽇までの５年間

2.内容

〈対策〉
● 令和３年９⽉〜

年次有給休暇の取得状況を把握

● 令和３年１０⽉〜
取得促進を社内で広報する

〈対策〉
● 令和４年３⽉〜

どのような制度があるかをわかりやすくまとめた資料を作成し全体会議での周知を図る

● 令和３年１０⽉〜
制度の内容を事業所内の掲⽰板に掲⽰する

● 令和４年９⽉〜

妊娠中や出産後の職員への制度の周知や、情報提供のための相談員を任命する

〈対策〉
● 令和３年６⽉〜

企業主導型保育事業の申請

● 令和３年１２⽉〜
企業主導型保育所設置・運営準備

● 令和４年４⽉〜
企業主導型保育園開園、労働者の⼦どもを受⼊保育、費⽤の50％援助する

⽬標３

年次有給休暇の取得⽇数を１⼈につき年間平均６⽇以上とする

出産・育児休業にあたらい、労働者に対する周知および整備

⼦どもを育てる労働者が利⽤できる事業所内保育施設の設置および運営

株式会社Salon　⾏動計画

社員が、仕事と⼦育てを両⽴させ、個々の業務能⼒を⼗分に発揮できるよう
次のように⾏動計画を策定する。

⽬標１

⽬標２
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